
令和８・９年度白河市小規模修等契約希望者登録申請のガイド 

 

１　制度の目的 

市が発注する小規模な修繕契約について事業者の登録制度を設け、入札参加資格審査申

請（指名参加願）をしていない小規模事業者を積極的に業者選定の対象にして受注機会を

拡大しようとするものです。 

 

２　制度の対象となる契約等 

（１）小規模修繕の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であ

ると認められるものであって、契約金額は、５０万円未満のものです。 

（２）登録申請をした事業者は、登録名簿に登載され、市が小規模修繕を発注する際の見

積依頼の対象となります。ただし、見積依頼や契約を約束するものではありません。 

（３）契約の方法は、原則として複数の登録業者から見積書を提出していただき、最低の

価格の見積書を提出した業者と契約することになります。なお、見積を依頼された場

合に辞退することは自由ですが、必ず担当者へ連絡をお願いいたします。 

（４）制度の目的から、契約した小規模修繕については、自ら履行することが原則となり

ますので、一括下請負（丸投げ）や市が認めた場合以外の下請負はできません。この

ため、希望業種は自ら施工できる業種としてください。 

（５）契約の履行は、白河市財務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行

してください。 

 

３　登録できる方 

市内に主たる事業所（本社、本店）又は住所を有する事業者です。ただし、次の各号の

いずれかに該当する事業者を除きます。 

 

４　登録できない方 

（１）白河市競争入札参加者の資格審査、指名等に関する規程に基づく工事等請負有資格

業者名簿に登録されている者 

（２）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者 

（３）希望する業種を履行しないおそれがあると認められる者 

　（４）市税を滞納している者 

 

５　登録できる業種 

　　登録できる業種は、次の５業種です。ただし、下記に分類されない工事の場合には、そ

の他の工事で申請してください。 

１．大工工事　２．ガラス・サッシ工事　３．畳工事　４．襖・障子・建具関係工事　５．

壁紙貼付工事　６．その他の工事（１から５に分類できない小規模な工事等） 

 



 

６　申請書類 

白河市小規模修繕等契約希望者登録申請書（様式第１号）に下記の書類を添付して提出

してください。 

なお、登録を希望する工事の種類は、一枠に１業種のみ記入してください。 

　　※様式は、市ホームページからダウンロードできます。 

　（１）市税の納税証明書（過年度分を含むすべての市税） 

（２）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証する書類の写し 

 

７　登録申請の受付期間及び有効期間 

（１）受付期間 

●定期受付　令和８年２月２日から令和８年２月２７日まで 

●随時受付　令和８年４月 1日から令和１０年２月１８日まで 

※平日のみ 

　（２）有効期間 

●定期受付の場合　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

●随時受付の場合　月の２０日までに申請したものについては翌月の初日から、それ

以降については翌々月の初日から、令和１０年３月３１日まで 

 

８　登録事項の変更等 

登録申請をした後に、申請事項に変更があった場合は変更届（様式第２号）を、休業又

は廃業した場合は休止・廃止届（様式第３号）を、下記受付場所まで提出してください。 

 

９　申請書の受付場所・お問い合わせ先 

総務部財政課工事契約検査室　TEL　22-1111（内線 2269） 

 

【関連書類ダウンロード】 

　　(1) 小規模修繕等契約希望者登録申請書（様式第１号） 

　　(2) 小規模修繕等契約希望者登録事項変更届（様式第２号） 

　　(3) 小規模修繕等契約希望者事業休止・廃止届（様式第３号） 

　　(4) 納税証明申請書・委任状（白河市用） 


